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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年６月２３日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２２年１２月２３日 ０３時２５分ごろ 

発生場所 大分県姫島村姫島西岸  

姫島港Ａ防波堤西灯台から真方位２７０°１,５００ｍ付近 

（概位 北緯３３°４３.０′ 東経１３１°３７.８′） 

事故調査の経過  平成２２年１２月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 寿
じゅ

宝
ほう

丸、４９９トン 

 １３３９５６、神藤海運有限会社 

 ７４.６０ｍ×１１.５０ｍ×７.２０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成５年１０月７日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５５歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５６年１２月１８日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２１年８月６日 

  免状有効期間満了日 平成２６年１１月１１日 

航海士Ａ(次席一等航海士) 男性 ５８歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成６年２月９日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２０年１０月２８日 

  免状有効期間満了日 平成２６年２月８日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底に擦過傷 

 事故の経過 

 

 本船は、船長ほか４人が乗り組み、平成２２年１２月２３日００時ごろ

航海士Ａが単独の船橋当直に就き、周防灘を大分県国東半島と姫島の間の

姫島水道に向けて東進した。 

 航海士Ａは、本事故発生の約１時間前に眠気を催すようになったことか

ら、コーヒーを飲んだり、たばこを吸ったりして眠気を払い、手動操舵を

行いながら船橋当直を続けた。 

 航海士Ａは、約１２０°（真方位、以下同じ。）の針路及び約１０.０ノ

ットの対地速力で姫島西方沖を航行中、操舵装置の後方で立って右手で舵

輪を握り、左手を操舵スタンドに置いた姿勢で手動操舵を行っていたとこ

ろ、本事故発生の約２０～３０分前に居眠りに陥った。 
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 本船は、姫島水道に向ける予定変針場所を通過して姫島西岸に向けて航

行し、平成２２年１２月２３日０３時２５分ごろ、姫島港Ａ防波堤西灯台

から２７０°１,５００ｍ付近において、姫島西岸の砂地に乗り揚げた。 

 気象・海象 

  

気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮流 なし、潮汐 低潮時 

 その他の事項  航海士Ａは、出港前の荷役中、仮眠をとろうとしたが、物音で寝付くこ

とができず、睡眠不足の状態であった。 

 本船は、関門港若松区でスクラップ約１,６２２ｔを積載し、船首約３.

７８ｍ、船尾約４.６０ｍの喫水であった。 

 本船の船橋当直は、０８－１２時が船長、１２－１６時が航海士Ａ及び

１６－２０時が一等航海士の４時間交替の３直制としていた。 

本船の居眠り防止装置は、赤外線感知式であり、熱源（船橋当直者）に

動きがあれば、その都度タイマーがリセットされるが、約３分間動きがな

い場合には、船橋内で１次警報ブザーが鳴るように設定されており、１次

警報ブザーが約３分以内にリセットされないときには、船員居住区で２次

警報ブザーが鳴るように設定されていた。 

 航海士Ａは、２～３回居眠り防止装置の警報ブザーが鳴ったことを記憶

していたが、２次警報ブザーは鳴らなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、姫島西方沖を南東進中、単独で船橋当

直中の航海士Ａが、操舵スタンドの後方で立って

手動操舵を行っていたところ、居眠りに陥ったこ

とから、予定変針場所を通過して姫島西岸に向け

て航行し、姫島西岸に乗り揚げたものと考えられ

る。 

 航海士Ａは、出港前の荷役中、仮眠をとろうと

したが、物音で寝付くことができず、睡眠不足の

状態であったものと考えられる。 

航海士Ａは、眠気を催した際、コーヒーを飲ん

だり、たばこを吸ったりして眠気を払おうとした

ものと考えられる。 

 本船は、居眠り防止装置が設置されていたが、

航海士Ａが居眠り中、無意識に身体が動いたこと

によってタイマーがリセットされ、２次警報ブザ

ーが鳴らなかった可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、姫島西方沖を南東進中、単独で船橋当直中の

航海士Ａが居眠りに陥ったため、予定変針場所を通過して姫島西岸に向け

て航行し、姫島西岸の砂地に乗り揚げたことにより発生したものと考えら

れる。 

参考  本事故の再発防止策として、次のものが考えられる。 

・船橋当直中に眠気を催した場合には、眠気を払拭する措置を採るこ

と。また、眠気が払拭できないときには、船長に報告すること。 
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 本船は、事故後、船内で再発防止についてのミーティングを行い、船橋

当直中に眠気を催したときには、当直の機関部員を船橋に上げて２人で当

直するようにした。 

 




